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資 料 1  

松 田 町 告 示 第 ５ １ 号  

 松 田 町 自 治 基 本 条 例 (仮 称 )審 議 会 設 置 要 綱 を 次 の よ う に 定 め

る 。  

  平 成 ２ ８ 年 ６ 月 １ ０ 日  

             松 田 町 長  本  山  博  幸  

   松 田 町 自 治 基 本 条 例 (仮 称 )審 議 会 設 置 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  本 町 に お け る 松 田 町 自 治 基 本 条 例 (仮 称 )（ 以 下 「 条 例 」

と い う 。 ） の 策 定 に 係 る 調 査 検 討 を 行 う た め 、 松 田 町 自 治 基 本 条

例 (仮 称 )審 議 会 （ 以 下 「 審 議 会 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 。  

 （ 所 掌 事 務 ）  

第 ２ 条  審 議 会 は 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 検 討 を 行 い 、 条 例 案  

 を 策 定 し 町 長 に 報 告 す る も の と す る 。  

 （ １ ）  条 例 に 盛 り 込 む 事 項 に 関 す る こ と 。  

 （ ２ ）  条 例 の 策 定 に 関 す る 調 査 及 び 研 究 に 関 す る こ と 。  

 （ ３ ）  条 例 案 を 策 定 す る こ と 。  

 （ ４ ）  前 ３ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 町 長 が 必 要 と 認 め る 事  

  項 に 関 す る こ と 。  

 （ 組 織 ）  

第 ３ 条  審 議 会 は 、 学 識 経 験 者 、 各 種 団 体 の 代 表 者 、 公 募 町 民  

 等 で 組 織 す る 。  

２  委 員 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 の う ち か ら 町 長 が 委 嘱 す る 。  

 （ １ ）  学 識 経 験 を 有 す る 者  １ 名  

 （ ２ ）  各 種 団 体 か ら 推 薦 を 受 け た 者  各 １ 名  

   ア  町 教 育 委 員 会  

   イ  町 農 業 委 員 会  

   ウ  町 自 治 会 長 連 絡 協 議 会  

   エ  町 商 工 振 興 会  

   オ  町 社 会 福 祉 協 議 会  

 （ ３ ）  公 募 に よ る 町 民  ２ 名  



- 2 - 

 （ ４ ）  そ の 他 町 長 が 必 要 と 認 め る 者  

 （ 会 長 及 び 副 会 長 ）  

第 ４ 条  審 議 会 に 会 長 を 置 き 、 委 員 の 互 選 に よ り こ れ を 選 任 す

る 。  

２  会 長 は 、 審 議 会 を 代 表 し 、 会 務 を 総 理 す る 。  

３  審 議 会 に 副 会 長 を 置 き 、 委 員 の 中 か ら 会 長 が 指 名 す る 。  

４  副 会 長 は 、 会 長 を 補 佐 し 、 会 長 に 事 故 が あ る 時 は 、 そ の 職  

 務 を 代 理 す る 。  

 （ 会 議 ）  

第 ５ 条  審 議 会 は 、 会 長 が 召 集 す る 。  

２  会 長 は 議 長 と な り 、 会 議 を 運 営 す る 。  

３  会 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 委 員 以 外 の 者 を 出 席  

 さ せ る こ と が で き る 。  

 （ 庶 務 ）  

第 ６ 条  審 議 会 の 庶 務 は 、 政 策 推 進 課 に お い て 処 理 す る 。  

 （ 委 任 ）  

第 ７ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 審 議 会 の 運 営 に つ い て  

 必 要 な 事 項 は 会 長 が 審 議 会 に 諮 っ て 定 め る 。  

   附  則  

１  こ の 告 示 は 、 平 成 ２ ８ 年 ６ 月 １ ０ 日 か ら 施 行 し 、 条 例 が 公 布

さ れ た 日 を も っ て そ の 効 力 を 失 う 。  

２  審 議 会 の 最 初 に 開 催 さ れ る 会 議 は 、 第 ５ 条 の 規 定 に 関 わ ら  

ず 町 長 が 招 集 す る も の と す る 。  

 


